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ドイツ国民経済会議における

営業の自由

ドイツ自由貿易運動の歴史的性格 (I)一一

(221) 45 

藤本建夫

I 問題の所在

ドイツ関税同盟にとって自由貿易時代は，独仏通商条約の発効をみる1865年

から始まる。イギリ 3えを「世界の工場」とする国際自由貿易体制の閉幕を告げ

るあの英仏通商条約の締結 (18E日年1月23日〉はプロイセンの自由貿易政策への

選択にひとつの重要な外的刺激を与えた。 1862年 3月29日に調印された普仏通

商条約はその帰結であり，ここに乙の条約の批准をめ〈って， プロイセ γを中

心とする自由貿易陣営むハイエノレンとヴュノレテンベノレクを中核とする保護主

義陣営との対立が激化することになった。 ζ の対立には，さらに，関税同盟へ

の加盟〔いわゆる「関税統一計画J)を通じてドイツ内の政治的・経済的覇権を確

立しようとしていたオーストリアの野心が交錯し，関税同盟は危機的様相を呈

することになったのである。つまり，一点における北東部下イツのユンカーな

らびに商業資本の自由貿易主義と西・南部ドイツの製鉄業および綿紡績業に代

表される保護貿易主義との利害確執，他方におけるプロイセンの小ドイツ主義

とオ 月トリアの大ドイツ主義との政治的角逐とが，この当時の関税同盟を特

色づけていた。それゆえ， プロイセ Yにとって自由貿易政策は，デロイセ Yの

社会的・軍事的支柱たるュ yヵーを物質的にも強化し，あわせて自由貿易政策

を容認Lえなかったオーストリアをドイツから放逐することによってドイツに

おける政治的支配体制を確立するためには， 選択されうる唯一の〔もっとも，

1864年のデンマーク戦争， 1866年の対オ ストリア戦争の意義を無視してはならないが〕



46 (2:l:l) 揖 1帥巷第2号

政策であったといえる九

上記のような歴史的意義を担っていたプロイセンの自由貿易政策はプロイセ

ン議会 内 の み な ら ず，その外部からも庄倒的支持を獲得した。その代表的組織

が1858年に結成されたドイツ国民経済会議 CKongres deutscher V olkswirte od 

VoJkswirtschaftlicher Kongres) と1861年に設立された ド イ ツ 商 業 会 議 (Deutscher

Han品Istll.g)2)であり， ととに， 前 者 は 当 時 の ド イ ツ自由貿易運動の急先鋒をな

していた。

1) この聞の事情に関しては次を毒照のこと。 HelmutBohme， D出 tschlandsWeg zur G同 θ
-rnacht品'tucuenZUln Verhal加よsvan Wu tscJuモ/主 μndStaat wahrend der R出(-h~grün

品mgszeit1848-1881， Koln-Berlin 1966， SS. 91-207; W.O百四derson，The Zolh.沼問問，
LondOI1 1959， p. 263 f; Walther Lotz， Die Ideen der deutschell Hanuel叩 olitikvon 1860 
bis 1891. in: Schrifl加 ，des日 reinsfur晶 aalpolitik，Bd. 50-51， Leipzig 1892， SS 5-81; 
Wolfgang 20m， Wirtsνhafts-und .5-Ozialge配 hichtlicheZusamωenl1an昌也ピ er ùeut~chen 

Reichsgrundung，担eit(1850-1879)， in: Probl即日企γ Reichsgr伽血相官et1848-1879， 
h日 g.VO山 11.Bδhme， Koln-Ber1in 1968， SS. 296-31G; Roland Zeise， Zur Rolle der l:iach 
sischen Bourgeoisie im Ringen um die wirtschaftspolitische V ormachtstellung in Deutsch-
land in den funfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrbunderts， 1I1: Die gTUsPreU:.βisch 

明 ilitaristische Reichsg1場n<h叫~g 1871， hτ'sg. von Horst Bartel und Ernst Engelberg， 
Derl山 1971，SS. 233-270 なお， ここで， プロイ七ンとJ--7、トリアとりドイツの覇権をめぐ

る闘争に苦干ふれておよう。(1)1849年10月。オーストリアの商業大臣(のちに大蔵大臣)プルッ
ク(KarlLudwig Frlu. v. D~-uck) と首相シι ヴァルツェンペルク (Felix Funsl Schwarzen 

berg)の構想「北海からアドリア海まで」という中欧計画が発表された。この計画実現のためり
手段が保護関程的他格をもっ「関現連邦J(Zgllunion)計画，つまり関説同盟とオーλ トリアと

の「関税統一計画」であった固 (2)1851年 9月。プロイセンハノーヴァ 通商条約の締結。これ
により，プ凶イセンはールベ河の東西を桂済的に結合する可能性を塵得。 (3)1853年 2月四プロイ

センーオ ストリア通商条約(いわゆる r2月条網J)の締結.その要点は， (a)オーストリアと
ドイツの聞に関税粧を設定ずるが，仇)第25皐により， 1860年以降条拘締結国聞により関税統一に

関すあ交渉を開始する，と規定され， (0)その間，他の第3国に対し差別関税を行ないつつ，他方

で両国聞の関税を順次引下げる，以ょ3 点。 (4 )l86C年 l Jl。英仏通商条泊の輔結。(~)1862年 3 月 a
普仏通商条約の調印。 同年8月。 プロイセソの両院を通過。 同年9月. ピスマルク (OUov 
Bismarck)プロイセン首相に就任。 (6)1届4年 3月B デンマ ク問題をめ〈ってオ λ トリアと

フロイセンが軍事同盟締結。(りこの間，昔仏通商条約の是非をめぐって関税同盟諸邦は分裂状態
にあったが， 64年 5月のプ凶(-tンーザクセン条約の締結を契棋と)て，各邦カヨザクセンに続い

て普仏通商金約を承認をする。同年10月。関税同盟奔，190)更新。 (8)1865年 8月巴 ドイツ オース

トリア通商条約の肺結。
2) ドイツ商業会議は1861年 5月にディスコント ゲゼルシャフトのハンゼマン CDavidHanse 

mann)の指導下に， 既存り各邦の商業会議の中央機関として設立されたが，その時点では自由
貿易を志向しつつも，反プロイセシ的 大ドイツ主義的であった CH.Bohme，仏 a.0.， S. 105.)， 

だが， 翌年11月申ミュンヘン第2日総会で対イム通商条泊の「早胡実現」要求提案が 1倒票対90票
で可決されると，ハンゼマンは議長を辞し，かわってプロイセンの自由貿易主義的 小ドイツ主
義的な銀行家ベックヲート (Hermannv.Beckerath)が議長に選出主オt..(Ibid.. S. 128.)，開会

議もまたビスマルクの同盟者となった。
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と乙ろ C，乙のドイツ国民経済会議〔以下会議と略す〕においては 13月草

命」ののち1850""""'6日年代に再び全ドイ iノ的に重要な係争問題化Lた営業制度の

改革運動ならびにシュノレツヱニデ リヅヂュ(HermannSchulze.Delitzsch)やフ

ーノζ ー (V.A. Hube，)らに指導された協同組合運動という手工業者運動の側面

が，自由貿易運動という側面と分ちがた〈結びついでいた。ここにわれわれは

当時のドイツ自由貿易運動を，イギリスを先頭とする先進資本主義諸国の自由

貿易運動から区別する特質を看取しうるのである。だが，この特質は同時に会

議の担っていた歴史的役割を規定していた。つまり，会議の成功は，結果的に

は，広汎に滞留する手工業者層 1871年に創設されたビスマルク帝国の権力

機構を支える社会的基盤たる旧中間層の一環" を， 自由貿易を通じてュ y

カ 陣営内に組み入れることを意味していたといえるだろう。

そこで問題は次の一点に集約される。手工業者層がいかにして自由貿易運動

のなかに編入されることになったのか，換言すれば，会議が，究極的には農業

と商業の利害を主たる基盤としつつペ手士業者層をいかにして糾合しえたの

か，と。

11 国民経済会議の結成と手工業者問題

1 13月革命」期に，封建的土地所有と関税制度の問題とならんで，営業

制度の問題が重要な経済問題を形成していた乙とは，研究史の示すとおりであ

る九革命の挫折により，他の諸問題と同様，この問題も解決されず， さしあ

Tこっては，プロイセ γの1849年営業法にみられるように，ッ γフト制度復活と

いう方向を辿った。だが，この旧制度への復帰は，それ自体多〈の矛盾を内包

3) 大野英二「ドイツ資本主義の歴史的世惜ービスマルク νジームの性崎規定一J，，土地制度史
学』第46号， 19叩年， 47-48買。

4) W. Lotz， a. a. 0.， S. 17 
5) 柳沢治氏。一連申研究を毒照のこと， 1ドイツ三月革命の農業土地問題 「農民革命』の分析

を中心に J， ，社会科学研究』第21巻，第2.3合併号. 1970年。「ドイツ『自由貿易』論の社会

的基盤ー『三月草命J0)ばあいーム『明治学院論曹』第179号， 1971年。 IW三月革命』における
保護主義とその腔史的基謹~J， Il'土地制度安学』第52号. 1971年， r三月革命期の反『拙占』運動

雇職人足動の場合 J. ，明治学院論叢』第171号. 197C年。
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していたがゆえに， 1850年代の最初の「創立熱狂の時代」と恐慌の過程でさま

ざまな方向から批判きれ，つ」、に， ドイツ諸邦は，個別的ではあれ， 1860年代

に営業制度の改革に着手1--，営業の自由を原則とする営業法を制定するにいた

るべ とはし、ぇ， 営業制度の改草というそれ白体フツレc/ョア的な政策は，何ら

ドイツの， とりわけずロイセ γ の社会的支配機構の解体を意味していたのでは

なし産業ブルジョアジーの政治への関心を鎮静きせ，かれらを「啓蒙主義的

絶対主義の伝統」

を強固ならしめることに，その政策的意図があった。

ところ-C， 50年代の好況と不況の過程で，手工業者層の窮乏はますますその

深刻さを増し i社会問題」化しはじめた。かれらはこの危機克服策を営業規

制の一層の強化に求め，各地に組織を結成し，時には封建貴族と同盟すること

によって，かれらの要求の貫徹を実現しようと試みたへたとえば， 1862年 5

月にヴァイ 7 ノレで結成されたドイツ手工業者連合 (DeutscherHandwerkerbund) 

は「営業の自由という諸状況のこの疫病と敷踊に対L生死をかけて闘争する」

ことをそのスローガンに掲げていた"

だが他方では，営業の自由に反対していた手工業者層とは逆に，営莱の自由

や移動り自由白なかに自己存立の基礎を見出そうとする手工業者層もすでに生

長し始めていた。かれらは，特に中・南部ドイツを中心に結成されてし 1た営業

6) 186C年代前半に次の諸邦に営業の自由が導入されたD オーストリア (60年 5月 1日)， ナッ+
ウ (6{J年 6月 1l:I)， ァν メン (61年 4月4日)， オノレアンプノレグ (61年 7月23日)， ザクセン

(62年 1月 L日).ヴュルテソベノレク (62年 5月 1日).パ デソ (62年10月15日).テューリンヶー

ン諸邦 (6占年7且 1日J.フラソクフルト アム・マイン (64年 5月 1日)，ハンブルク (65年 Z
月1日)0Hand'[四 rterbuchder VolkS1.virthschaftslehγ-e， bearb. von H. Rentzsch， 2. Ausg.， 
Lejpzig 18山 s同 1だが，全ドイツ的な官業法0)確立は 69年 6周21日目北ドイツ連邦営某令

CGewerbeOl:dnung des Norddeutschen Bundes)一一一71年 1月からヘツセンに.72年 1月から

バ}デンとヴュルテンベルクに， 7~竿 l 月からハイエルシに週用一一ーまで持たねばならなかっ

た。
7) H. Hohme， Prolegomena zu emeJ 品目d一回 dWa古 chaftsgeschichteDeutschlands im 

19. und 20. Jahrhun品目， Frankfurt am Main 1968， S. 53 
8) Theodore S. Hamerow， Restoration， Revolu加 n，Reaction. Eco岡市.icsand Politics， 
1815-1871， Princeton 1958， pp. 245-246 

9) Ibid.， p. 245; Karl Valerius Herberger， Die Ste{{ung der preusischen Kt.ιnservat問問

zur sozialen FJγ'G.ge 1848-62， Meisen 1914， SS. 6-7 



Fイツ国民経済会議におけZ営業的自由 (225) 49 

協会 (Gewerbeverein)聞や， γ 民ノレツデーリッ千旦らに指導された協同組合

(Geno眼目chuft)lIlのなかにかれらの主張を反映きせていた。たとえI:f'， ヴュノレ

テ Yベノレクのシュヴェーピヲ V 品・ハノレ営業協会はツ γ フト統合という政策に

次のような批判をした。 Iハノレ協会の大多数の見解によれば 2~3 のツ Y フ

トの統合によっては産業全体の自由な発展は全然達成されえない。というのは，

古い阻止的諸制限が存続しているから」であり，手工業親方は ζ うした状態を

望んではいない。むしろ完全な営業の自由を要求しているのであるべと。 ま

たナッサウ営業協会も， 1850年には「無条件の営業の自由」が手工業者窮乏化

の源泉であると報告していたが， 50年代末以降には営業の自由を積極的に擁護

する立場を明確にLた問。

ところで，会議は，後述するように， この蛍業協会の活動と協同組合運動と

をその社会的背景として結成されるのであるが， ζの2つり運動は決して無関

係に行なわれていたのではない。 γ ュノレツェニテ リッチェはすでに1850年代

にマイセ Y蛍業協会の設立に参加Lていたし円 各地の営業協会はその活動の

一環として協同組合の結成を掲げていた。 1858年10月 5日にツェレで開催され

たハノーヴァー営業協会合同大会の決議は，その点で興味探い。 I営業協会大

会は，できる限り急速かつ完全に，営業制度およびそれと関連Lた国家諸制度

の自由な形成が導入されることに賛成する。だがそのためには，手工業者自ら

も，法制的中問状態をおかずに，その移行を，一方では特に経済的観点からの

10) 営業協会は手工業者の自由な組織であり，かhらへの技術の普及等を目的として設すされたが，

特にその発展をみるのは1凶87叩口竿代以降大工業と手工業者との聞の対立カが宝苦融証化して〈る時代である@
Be町r昭g由hコa叫u"阻n，Gewe出e肝ver毘e旧 e鳥， in:Ha四 nd品マω 吋-er.市buchd.品4ι守ザrSj且k笥叩at.c加7

IV. Bd.， Jena 1国90拍0，55. 558-574 
11) 平実『社会政策的協同思想ードイツ協同組合思想史ー』ミネルヴァ書房 1958年をもあわ

せて毒照のこと。
12) Z，τ叩即時rsammlllngdes凸 ngressesdeut~cher Volks'lfnげ~he 叩 Fro.n.Þfu.rt a_ M 

乞凹n12. bis 15. S，ゆ陪mher1859， S. 20以下I1.C間 gressと略する。他。大会議事録に

ついても同様。
13) Th. Lautz， Geschichte des Ge7.日 rhever，印 lSfur Nassau. Festschrift zur funfz担jah

円igenJubila山田ifeier1895， Wiesbaden 1895， SS. 47~51 
14) Gerhard EIsfeld， Die Entsteh開 igder liberalen Par:taen in Deutschland 1858-1870. 

Studie田 tden Organisationen und Pl問 8百 lmmender Liheralen tlηdD四回是raten，
Hannover 1969， S. 18 
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一層の陶冶によって，他方では原料・生活手段購買組合，資本・信用調達組合，

販売組合および生産組合の設立によって行なわねばならない」聞と。

2 会議は上記2つの運動をふまえ，きしあたっては手工業者問題の解決と

いう観，点に導かれて結成される。同会議結成の気運を盛上げる契機は，まず，

1857年 5月23日にプレーメン商業新聞 (BremerHandelsblatt)紙上に発表された

ポェーメノレト (V古田rBohme同の論説「ドイツ国民経済会議への撒J (Aufruf 

zu einem Kongresse deutscher Volkswirte)によって与えられた。そこでは，差別

関税制度，圏内通行関税制度，鉄道制度，金融および貨幣制度，営業制度等の，

当時のドイツがかかえていた諸問題が指摘され 1国民の経済生活における改

革と国民経済的諸問題に関する啓発」とを目的とするドイツ国民経済会議を結

成する必要性が説かれていた山。 ζ の搬は全ドイツのジャーナリズム界に大反

響を喚起したが，なかでも，協同組合の全国組織結成の必要性を感じでいたシ

ュルツェ二子ーリッチ sは最も熱心な支持者のひとりであった。

次いで， 1859年 9月にフヲンクフノレト・アム・マインで開催された国際慈善

会議 (InternationalerWohltatigkeitskongress)が国民経済会議結成の直接の導火

線となった。すなわち，慈善会議が貧民救済の手段としての協同組合の問題を

議題に上程しなかったιとに不満を抱レたドイツ人代表者たちは別に会合を開

色一方で慈善会議に対l.-， ドイツにおける「分別のある自己救助と自己の力

に依拠」した協会組合の発展に関する提案を準備しつつ，他方で次のような興

味深い諸国民経済協会結成への搬 (Aufrufzur Bildung von volkswirtschaftlichen， 

eventuell im An皿 hlussan die gewerbl油田 und landwirtschaftlichen Vereine)を起

草Lた。

「慈善会議の大多数のドイツ人は，国際的な努力以上に祖届の利益を忘れな

いことをかれらの義務と考えた。かれらは，会議の目的たる貧困の追放と緩和

1め ILCongress， S. 4 
16) Viktor Bohmert， Die Entstehung des volkswirtschaftlichen Kongresses vor 25 Jahren 

(Zur Erinnerung an Schulze~Delitzsch und Huber， Let旬 undPrince-Smith.)， in: Vie同el-

jahrschr，ザifurVolks'Wi吋 sch<{舟.， Polaik und Kultu唱 eschz'chte(以下回'ertel;"ahrsc込町ift

と略する)， ]g. 21， Bd. 1， Berl旧 1884.55. 201-202 
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はその原因の除去によって最も効果的に達せられうる， と」、うことを隠してお

けなか η た。この原因の最たる主のは国民経済法則の無智である。ぞれゆえ，

特別に開かれた会合では， ドイツの大小の諸都市に国民経済協会を，独立して，

もしくは，広汎に存在する営業協会およひ農業協会と結びついて設立すること

が提案されたが，その国民経済協会は正しい国民経済概念の普及とより良い経

済諸制度の鼓舞に貢献するように努力せねばならないのであるj問。

この微には労働者階級福祉中央協会 (Centralvereinfur das Wohl der arbeiten" 

den Klassen)議長レッテ (AdolfLeue)，ハイデノレベルグの枢密顧問ラウ(R.Rau)， 

フヲングアノレト・アム・マインのアノレパイトゲーバ 紙 CArbeitgeber)編集長ヴ

イノレト (MaxWidh)， デーリッチュの、ンュノレツェ， ハイデルベノレクのピヲクフ

ォルト (Pickford)， プレーメ Yのプレーメン商業新聞編集長ボェーメノレト以下

22名が署名し，以降かれらを中心に会議結成の準備が着々と進められていっ

たへ そのさい，結成さるべき会議の中心課題として掲げられてし、たのは手工

業者問題の解決であった点，特に注志すべきである。シュFレツ z 二デーリッチ

ュはその事情を次りように述べた。 I会議は国民経済学の学問的義務とその大

衆への普及とならんで，実際にそれに依拠したあらゆる試みを，それゆえ，応

用科学をも討論の射程内に入れている。 どが特に，労働者階級の運命を引上げ，

安全にするための，理性的な向己救助に依拠した努力をする組織にその主眼点

が向けられている」聞と。また， 1858年 7月に編集委員会〔島eclaktionsドAusschus)

から約1日0人の理論家と実践家に送付された会議結成大会への招待状には， I多

くの専門家はすでに参加を約束し， とりわけ，国民経済会議が最近シュノレツェ

三デーリッチュ氏によって発議された協同組合制度のための会議と合同されね

ばならなし、 ということに同意する旨表明している」叫と記されていた。

17) lbid.， S. 205 
1町 この会合でピッグフォル h ヴイルト，ポェーメルトを構成メンバー主する編集委員会 (Re-

daktions-Ausschus) (その本部はブレ メシ)が発足し，これが中心となって会議結成田準備が
行なわれた。 Ibid.，S. 206. 

19) H. Schulze-Delitzsch， Die a晴-eitenden応7assenund das Assoczati側.m泡senin Deutsch-
land als Program刑判 em回 匁 企ut，品目 Cong河 '55，Leip:rig 1858. S. 118 

20) V. Bohmert， a. a. 0.， S. 209 
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ところで，手士業者問題とそれと関連する諸問題が前面に出されていた限り，

南ドイツの人たちからも会議結成に賛同が得られた。ミ a ソへ γ のとFャーナリ

スト，プラーター (Brater)は同委員会の招待状に対し，営業法の改革主協同網

合の形成が特に注目されねばならないと返事し， 会議への参加を約束した町。

この事実は，中・南部ドイツを中心に展開していた営業協会が営業の自由を要

求し，会議に協力的であり，他方会議が営業協会と結びつこうとしていたこと

をも想定するならば，会議がその支持基盤を南ドイツにも持っていた乙とを物

語ってはいないだろうか。

だが他方では， 会議結成にさいし， かつてエノレピ γグを活動の起点と L，

1847年にドイツ自由貿易協会 (DeutscherFreihandelsverein)を設立し，また 13

月革命」後の「関税同盟第 1の危機J (l850~53年〕の時期にプロイセ Y首相7

0/ fイフェノレ (0'回 TheodorFreiherr von Manteuffel)に対し自由貿易政策の政

治的・経済的意義を強調したプリ Yス三スミ λ (John'Prince Smith)ペ ナティ

オナーレ・ツァイトゥ Yク(Nat凹 naleZeitung)を通じてアノレプリュック (Rudojf

VOIl Delbruck) と結びついていたミヒ+エリス (0，臼 Michaelis)， バノレト海沿岸

地方の最大の貿易港シュテティ Y出身のヴォノレフ (OttoWol旺〕らの自由貿易論

者が多数参加したことは，特に留意主れねばならぬ。というのは，かれらの参

加によって， 1860年以降自由貿易政策がずロイセ γの政策綱領と Lて提唱され

た時，会議がただもにこれに相呼応して自由貿易運動を推進してゆ〈ための素

地が強化されることになったからである η

3 会議は幾多の迂余曲折を経ながらも， 1858年 9月にゴータで結成大会を

開催するのに成功する。この創立大会では，営業制度，協同組合制度，関税制

度，富くじおよび高利取締法が討論されたが，そのうち前3者が主要な討議題

21) Ibid.， S. 210 

22) VgL Otto Wol妊， John Prince Smith. Eine Lebensskizze， in; John Princo.Sn叫ん's
g円 an包melteSchrij的 t，Bd. 3， Berlin 1880. SS. 209-398. W. O. H目 lderson，Britain and 
ln品川河alEurr:.ψe 1750-1870. St:udies間 BritischInfluanca on the Indzσtrial R匹砂

lution in Western Europe， Liverp四 11954， pp. 167-178. V. Bohmert， a ι0.， SS. 194~ 
197 邦語文献としては，大河内一男『独逸社会政策思想史.w著作集』第1巻1 青梓書院新社，

1968年j 第 1編』を参照のこと。
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目であった。そ Lて，討論にさいして，営業制度の改革と協同組合制度に関し

ては「人は，第 1の人間の権利のひとつたる労働の自由は労働者にこれ以上与

えないでおぐことはできないし，他方では現代の技術によって克服きれたツン

フトにかわって自発的な協同組合が営業者忙対し前進的に役立たねばならないp

主いうこ kでほ土んど 満場一致で賛成した|聞のであるが，関税制度に関して

は見解の一致がみられず， これの処理については， さしあたり， 会議の常設

代表委員会 (StandigeDeputation)に委ねられることとなった")。

さて，会議は第 2回大会以降，営業制度の改革に関しては各邦ごとの現状報

告およびそれに依拠した具体的な討論を行ない，他方では次第に自由貿易主義

的傾向を濃厚に示し始める。そして後者の傾向は. 1862年の第 5由ヴァイマノレ

大会において普仏通商条約に対する熱烈な支持を表明する ζ とによってその頂

点に達する。

会議はゴータ結成大会以来1885年第22回二ュルンベノレク大会まで存続するが，

小論の分析においては，プロイセン支配体制確立にとってひとつの重要な画期

をなす普仏通商条約の調印とそれに対する会議の積極的評価とを重視するがゆ

えに，第呂田大会が区切りとして設定されている。

III 国民経済会議における営業の自由

1 既述したごとく'/."-ノレツェ二デーリッチーの協同組合ならびに各地の

営業協会に結集していた手工業者の運動が会議の結成にさいして重要な契機を

23) V. Bδhmert， a. a. 0.， S. 220.決議内容は次のとおり。営業制昆 [1)営業の自由の原則に賛
成する。 (2)::3人からなり，次大会のために各邦首業制度の状況に関する報告書を作成するための
営業制度委員会 (Gewerbecommi回目n)を設置する。協同組合制度:0 (1)協同組合の指噂は営業
者と労働者の白発1切舌動から行われねばならないo (2)信用貸付組合，原料購入組合および消費組
合の形成は資力なき営業者と労働者の生活向上申すぐれた手段である。[3)ドイツにおける協同組
合制度に関する資料の整理をする。 Ibid.，SS. 221-222 

24) lbid， S. 224 常設代表委員会は会議の中心的運営機関であり，議題，開催地等の決定を一任
されていた。これは 6名 目ちに 8名 から構成され(童文名の補助委員により補佐され〕各
大会ごとに選出きれた。代表的人物は次回とおり。プラウン(KarlBraun)，レッテ，プリンス
=スミス， ア yウヒャー (JuliusPaucher)， ヴォノレフ， ミヒ，~リス， ゲイノレト， "/ュノレツェ
ニデーリッチ~ボェーメル九レンチュ (HermannRentzsch)，ゼトベール(Ad.Soetbeer)。
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なしており，しかも，そこでは営業の自由と移動の自由の確立が当面の最も主

要な要求項目を形成していた。 したがって， 会議においても， 当初において

は汽 営業および移動の自由の問題は早急に解決吉れねばならぬ問題として取

扱われていた。

では，会議内におけるドイツの営業制度をめぐる議論はし、かなる様相を呈し

ていたであろう古、。まず，会議の，当時のドイツの営業制度に対する一般的認

識を検討することにしよう。

ポェ メノレトは，第 2回フラングアノレト・アム・マイン大会にて，営業青度

委員会の作成した報告書「ドイツ諸邦の営業法J(Gewerbegesetzgebung deutscher 

St拍 ten) に依りつつ，当時の営業制度の諸問題を，手工業者問題と関連させて，

次のように報告した。まず， ドイツの営業制度は，イギリス人やアメリカ人が

「不合理J (absurdity)と言い，フランス人が「奴隷状態J(esclavage) と言って

いるようにペ まさしく混沌状態にあり，各邦が特別の営業立法を持っている

ばかりでなしその各州，いな，同一州内の都市や村落においてすら「しばし

ば全く相対立する営業制度が支配している」。すなわち， ツンヌト制度，認可

制度 営業の自由とが錯綜しあって行なわれているのである。このさい I徒

弟強制，遍歴強制および親方作品比、たいがい，簡単な立ち遅れた業種におい

てなお行なわれている」。機械製造や医療器具の製造にはツ Y フト規制は全然

存在していないのに，錠前，ブリキ容器，机等の製造には上記の諸規制が要求

されている。この上うな複雑な諸規制に起因する「需矛盾は小手工業者階級に

重々しくのしかかっている 10要するに I宮裕な資本家や企業家においては，

総じて，大規模経営に関しては，すでにとっくの昔にいたるところでツ γ フト

的諸制限は消滅しているのに，この小手工業者は，かれらが独立するまでにあ

25) すなわち，移動の自由くしばしば gewerb1icheFreizugigkeitなる用語法が使用されていた〉
をも合めた営業制度自問題は，第7回大会以降「この問題は1860年叫陣営業の自由が16"邦に噂
入されたから ほぼ解決されたもりとみなされうるJ(Bericht臼berdle Verh阻 dlungend田

siebenten Kong四割問 deut:scherVulk:swirlhe出 H.，叫over11m 22.， 23.， 24" und 25. August 
1864， in: ViertelJahロchベft，Jg， 2. Bd. 3， Berlin 1864， S. 164.)との判断から議題からはず
された。

26) V. Bohmert， a. a. 0.. 5， 202 
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らゆる不幸な慣習的手続曹と遠回りとを通渦しなければならない」という事情

のうちに，手工業者問題の核心が内包されているのである。

だが，この「自己の労働力のできる限り自由な運動を最も必要としτいる労

働者」は， ツY フト規制jによって緊縛されているばかりではない。認可制度に

よっても自由な行動を規制されている。この認可制度の基本原則は「当局が生

産と消費の均衡を維持し，あらゆる営業者に，かれが暮してゆくうえに最小限

必要な販売を保証する」という点にあるが，これにより，手工業者の営利活動

は常に当局の怒意にゆだねられることになる。だがそればかりではない。 r日

々の営利活動が，これまでと同様に，当局の考量と影響下にある限り，われわ

れの手工業者と労働者が代表する有能な市民階級の独立はおそらく強化されえ

ないであろう」叩と。

みられるご1-.<，ポェーメノレトは当時の営業制度の問題を手工業者問題とし

て把握し，ツ Yフト制度と認可制度に攻撃の鉾先を向けたのである。第 2回大

会では前者をめぐって，第3回大会では後者をめくって討論が行なわれたので

あるがm〉， われわれは，ッ γ フト制度に関する議論のうちに，当時の手工業者

問題の所在ならびにそれに対する会議の対応の仕方の特質を看取しうるがゆえ

に，以下，とれに焦点を定めて議論を進めてゆこう。

2 常業制度委員会は第 2回大会に対し r会議は，政治的諸機関が古いツ

y フト制度に支えられている諸邦において既得権者 (Realberecht劇的の損害E音

償のために同時に必要な何らかの処置および必要な法律変更のある場合を除い

て，法制J的中間状態なしに即座に営業の自由を導入すること (diesofortige Ein-

fuhrung der Gewerbefreiheit ohne ge田 tzlicheZwischenzustande)に賛成する，と表

明しよう」聞という決議案を提出Lた。この決議案において最大の争点となっ

たのは r即座に」営業の自由を導入すベL，という箇所であった。

27) 11. Congress. SS. 3-4 
28) Vgl. Dri的 Versam7J1[ung品 sConwesse汚 A出向dWTVolkswirthe zu Koln vom 10. 

bis 14. SePteηwer 1860， 5S. 10-11 u. 59-63 
29) IL Congress， S. 21 
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ケムユ vツの織工親方νーヴ 4ツアー (Webe口工leisterRewit民主〉はこの決議案

に全面的に整意を送り，次のように主張した。 I手工業者は，かつては， ツY

フトがかれに割当てて〈れる手工業の一部によって実直な暮しをし，多分ささ

やかな幸福をつくりえたとしても，今日ではもはやそうではない。資本と科学

とに結びついた大士業がかれの権利の基盤全体をポロポロにしてしまった。ま

た，実際，他のツ γフト的でない人々がかれの営業を営んでおり，そしてそれ

をより良心より合理的に経営することを知っている」。要するに， 成員聞の

平等という原則に基づ、いて結成されたツ Yフトは，工場制工業の発展と非ツ Y

フト業者の大量的発生とによって，いまや，その過去の機能を完全に麻庫させ

られている。とすれば，この没落の危機に瀕したツンアト的手工業者が救済さ

れるには， まずもって『自由な基盤が創出されねばならないのである」。 もし

もかれらが営莱の自由を恐れ， その導入を延期しようとすれば， その結果は

「われわれがもはや決して滅ぼしえない工場との死闘を引廷す」 ζ と以外の何

物でもない。なるほど，手工業者のなかには，凸い諸特権主有するツンアトと

異なって，新しい社会的機能をもっイ Y ヌY クの有効性を強調するものもいる。

だが，イ Y ヌソグはやはり過去の遺物であり，有害なものである。すなわち，

「イ y ヌンクの活動は，ほとんど例処なし全〈見込みなき無益な法律訴訟に

追団事れている，と確言できる。そこで作用しているのは，ほ左んどただ，あ

るインヌンクの他のインヌ Y クへの敵視のみである。全ての新イ Y ヌY ク成員

は，殊に小さいインヌンクでは，成員となる前に激しい闘争を行なわねばなら

ない。というのは，古参の親方たもの目には，かれは憎むべき競争者としてし

か映じないからである」問。

レーヴィツアーは以上の事実認識に基づき営業の自由は即座に導入されねば

ならないと主張したが， これに対l-， ドレスデンのジューベノレト (Prof.Schu-

bert)， ミュンヘンのプラ タ ，ベノレリンのファイト (BuchhandlerVeit)らは，

営業の自由の完全な導入にはなお一定の移行期が必要であると主張し，同時に

30) Ibid.， S. 22 
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ツンフトではなくて，インヌ γ クの持つ重要な社会的役割を強調した。

シェーベノレトによれば IツY フトがいまや全く時代遅れの制度である」と

いうことは真実であり，手工業者自身もそれに気付き始めている。 11C年前だ

と， もしも営業の自由について話がでると，まだ激怒していた人々がいまや全

く平静に耳を傾げているんだが， それにもかかわらず， 手工業者は即座に営

業の自由が導入きれることに危倶を抱いている。とすれば，その導入にはなお

一定の移行期が必要である"うと。

ファイトはイ y ヌγクの社会的役割を強調して，次のように述べた。 1810年

にプロイセ γに導入された「完全な営業の自由は，古い紐帯としての もっ

とも，かつての特権をもたない イY ヌγクが存続するのを阻止しはしなか

った」。つまり， プロイセンでは「人はツ Yフト制度からイ Yヌンクの再編へ

と直接的に進んだのではなくて，一世代の間ずっと営業の自由が存在していた

の Cあり J， 現在のインメンクはこうした状況下に発展してきたのである。そ

れゆえ， インヌンクは営業白自由と完全に対立するものではなし ま Lてや

「腐朽Jしたものでもない。むしろ，社会に対し大きな貢献を果している。た

とえば，室内装飾業者は自発的に製図学校を設立し，旋盤工は徒弟に補助金を

出して勉強させているのである。それ時え， こうした，いわば手工業者の「協

同組合精神J(genossenschaftlicher Geist) の発露たるイ yヌンクは，決して営業

の自由とともに一掃されてはならないのである問。

ファイトの特色づけたィ γヌンクは他の人々からも，その意義主容認され，

決議にきいしても，委員会提案とともに，そうしたインヌンクに関する次の，

ミヒャエリス，レッテ，ファイトおよびプヲータ の共同提案が採択された。

「会議は同時に次のように戸明する。会議の理解する営業の自由とは， 自由な

営利活動の諸制限の除去以外の何物でもない，だが純粋下イツ的な自由な協同

31) Ibid.， S. 21 
32) Ibid.， SS. 23-24. 1810年のプロイセン営業法については，松田智雄"蛍業の自由JlGewerbe 

freiheitープルνョア的改革の礎柱ーム T資本主義の成立と発展」有斐閣， 1955年， 251-275頁，
を参照のこと。
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組合土して，まきし〈営業の自向のもとで，完全な自己管理をしつつ最も実り

豊かな果実を実らせうるイ γヌYクを杏定するものではない』聞と。

3 会議がこの機能変化したイ Y ヌンクを容認したとしても，それが手工業

者に対し積極的に提唱しようと L ていた救済策は，営業の自由を前提とした

「自由な協同組合J， すなわち， シュノレツェ=デーリッチュ式の自己救助の原

則に基づく協同組合の設立であった。

シュルツェ=テーリッチュによれば 1労働者階級」の現存の窮乏は「新し

い産業発展の結果」である。つまり，その担い手たる大工場は， (1)生産の前提

条件と最終目的において，特に原料の購買と生産物の販売において持っている

「商人的経営J(kaufmann.schaftlicher Betrieb)， (2)分業と自然諸力の利用， (3)銀

行， その他の信用機関から受ける多額の信用， 等によって競争力を強化L，

「労働者階級Jを危機に陥らせている制。だが 1労働者階級」は，この危機

を克服しようとすれば，歴史の流れに逆行，る旧来のツンフト制度に固執して

いてはならない。むしろ，自ら ζれを積極的に廃棄し，営業の白由を導入する

ことによって，大工場に措抗しうる諸条件を創出してゆかねばならない。自己

救助を原則とする協同組合はそのための具体的な処方築をかれらに提示するも

のであるお〉。

では，協同組合はし、かにして危殆に瀕した「労働者階級lを救助しうるのか命

そこで， γ ュノレツェ=デーリッチユはかれの協同組合の磯能と役割を次のよう

に開陳する。協同組合は，まず 1経済的組合すなわち分配組合J (wirtschaft-

liche oder distributive As回目ation)と「営業的組合すなわち生産組合J (gewerb 

liche oder productive A田町iation) とに大別されうる。 前者において特に重要な

のは原料購入組合であり，その機能と役割は，従来仲介商人を介して粗質の原

料を高価格で購入していた手工業者のために「大規模かつできる限り生産地か

ら直接に」原料を購入し，それを「仲介商人を無視して組合員に小量づっ届け

33) Ibid.， 丘 26

34) H. Schulze-Delitzsch， a. a. 0.， SS. 4-7 
35) Ibi瓦， SS. 11 u. 52-53 
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てやる」ことによって， かれらに大工場と同巳便宜を与えてやることにある冊。

この種の組合がさらに発展して，かれらの牛産物の販売をも手配するようにな

司たものが販売組合である~， しかし，分配組合のばあレにはその生産的基礎

は依然として 11国人の計算」に依拠している。こうした段階から「共同の計算

による生産」へと質的発展を遂げたものが，協同組合の最高の発展形態たる生

産組合である。ここにいたってはじめて，大工場にその存立の基盤を脅かされ

ている「労働者階級」は大工場と同様に「現代の経営様式のあらゆる利点を具

備せる大規模な設備を設置」しえ，1.-たがって， Iこれまで労働者と小親方とを

大企業家層から区別していたはかりしれない溝をうめることが可能となる」冊。

では，こう Lた協同組合の設立は「労働者階級」ならびに社会全体に対しい

かなる怠義を有しているのであろうか。かれによれば，まず第 1に 1労働者

陪級」の生活水準の向上であり，次いで 1有能な中産階級の，つまり，政治

的・社会的な，精神的・物質的なあらゆる健全な発展の ζの不可欠な担い手の

維持と強イじ」 巴あり， さらに，大企業家のこれまで0独占の破砕と利潤の減少

である。要するに，一方の宮の減少と他方の窮乏の消滅，換言すれば，手工業

者を中心とする一般的富裕の状態の到来である冊。

4 以上の考察からも明らかなよう↓ら会議においては，営業制度の問題は

手工業問題の観点から捉えられており， しかも窮乏せる手工業者は営業の自由

の導入土それ者前提として結成される協同組合によってのみ救済されうるのだ，

と考えられていた。

ところで，会議がこうした観点から営業の自由を要求してゆくばあい，そこ

には営業の自由に頑迷に反対していたユ Y カーに対する批判もまた含まれてい

た。たとえば，エミ'/:1ハウ;J...(A. Emminghaus)は第5回大会にて， 1861年11

月にベノレリ γの自由主義的手工業者委員会 (Comi回 derliberalen Handwerker) 

36) Ibid.， S. 55 
37) IIl. Congress， S. 14 
38) H. Schu1ze-Delitzsch，ι a. O. 5. 56 

39) lbid.， S. 6L 
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が出した撤「プロイセンの手て業者と労働者 1J (Handwerker und Arbeiter 

Preusensりの次の箇所を引用しつつ，ユンカーの反動性を糾弾した。 Iュンカ

ー トゥームが，われ わ れ を か れ ら の 目 的 の 道 具 に 利用するために，われわれに

求愛しているのはゆえなきことではない。いやそればかりか，われわれの保守

的な同志 (unserecon肥 rvativenMitbUrger)の名を借り， そして1845年の営業条

令と 1849年の営業法の背後に隠れることをあえて行 なっている。だが，われわ

れは，われわれの仲間の健全な思慮を信頼 L，繭着によって反動の網に捕えら

れるのは，われわれのうちにはごくわずかしかいない，と確信しているJ， I最

後に，われわれは手工業者と労働者にとって最も重要なものとしてシュタイン

とハノレデンベノレクの意味での無条件の営業の自由←ーこれには移動の自由と自

由貿易とが結びついているが，それは，一方が他方なしには考えられないから

である の 回復を要求するY活。だが，会議のユ ン カ ー に 対 す る こ の 批 判

40) Die Verhand/.山 1gendes j泊ザtenCongresses deutscher Volksu.rir，品ezu l時 lmaram 
8.，9.， 10.. und 11. SeTtenWer 1862， S. 182 との委員会の撤ほ，ュソカ と保守的な手工

業者とが同盟して， 1862年。プロイセン下院議員選挙に向けて， 1861年9月20日に出した選挙綱
領 (Cf.T. S. Hamerow， o.ρ cit.. p. 246.)に対抗する目的で起草されたも白である なおそ
の全文については.G. Elsfeld， a. a. 0.， SS. 205-206 を毒照りこと.ところで，会議のユンカ

ー批判が最も鋭利に表明されたのは，第3回大会における替動の自由に関する討論においてであ

る。レッテは，移動の自由自制限白根拠を貧民教済制度 (Armenpsege)と，競争の激化を連れ
る手工業者の態度とに求め (IIJ.Cong刊行， S， 12)，ヂ Lて前者乏の関連でユンカーが絶対的に
行政権と警察権とを掌握する領地区域 (Gu悩bezirk)(村瀬典雄 r~イツ現代..，. ~ [増補版]東京

大学出版会， 1967年， 23-24頁〕を院のように批判L介。「より大きな居住区域(Heimatsbezirk)
は移動の自由にとってずっと大きな価値を持っていることは明らかであるにちがいないム「たと
えば，シュ νージヱンでは領地区域と自治体区域 (Gut~川nd Gemeindehezirめは聞 の Ort-
schaftを， 共通の居住区域と貧民主文済行政区域 (gememschaftlicherHeimats-und Armenbe-
zirk)を形成しているが，他方他のプロイセン諸州では令ての領地F域もし〈はなおずっと小規

模な自治体はそれ自身の居住区域と貧民行政区域を形成している。こうした事情によって，移動

白自由の権利はその価値の点において，またその作用の点においてももちろλ侵害きれうる」
CIbid__ S_ 26)と巴 もっとも，レッテは領地区域。問題を，ここでは解決されえない，としてそ

れ以上たもいった議論をするのを固辞しているのだがー
なお，付言すれば，移動の自由自制限は当時次のような様相を呈していた。 ドイツ連邦りある

邦Pの市民Oが他邦Nの自治体 CGemeinde)Mに住所変更をしよう止するばあい， かれは以下
の煩棋な手続きを必要とした。 Oはまずかれの本籍地当局 CHeimathsbeharde)の交付する証明

書をMに提出し入籍を申請する内 Mは0のλ籍を許すべきかど奇かを ni~ht allzuschnellに審議
1.-， I政府も Lくは領邦君主がかれにNの国籍 (Staatsburgerrecht)を付与する」と目前提のも

とに， 0のMへの入籍を許可する旨の決定や下す。故にOはNに対L.Mが主付したかれの「私

的な関係，特に財産関保に関する証明書」をNへの入籍申請書に添えて入籍を申請する。 Nはこ
れらの書類を nichtcitissimeに審理した後_ r口がp0) Staatsverbamlからの転出証書を提出

すれば， 0をN0) Staatsverbandに受λれる」との決定を下す。 口は以上の判乱守書を揃えてP
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的立場は最後まで貫徹されることなし逆民自由貿易政策に関してはユ Y カ

一利害の擁護が表明されていたこと，後述するとおりである。

ところで，ここでは，ユンカー批判左ならんで，会議のプロイセン観につい

て一言してお〈のも有捺なことであろう。ボヱーメノレトは第 4回大会にて，

「ツ y フト制度の守護神」たる1849年法の改革に主主巡するプロイセ Y政府を批

判したあとで，プロイセ Y のドイツにおける特殊な歴史的役割を次のように規

定した。 I総じて， プロイセ Yζ そがドイツの自由主義的運動において特有の

役割を演じているJ，I政治的および国民経済的な指導性へと規定されているそ

のドイツの国が，そこの工業発展に寄与している営業の自由と移動の自由とい

う大原則の否認のもとで， 1849年の反動的法律を撤回することをまだ決心する

ことができない」叫と。 ボヱーメノレトによって表明されたこの会議のプロイセ

Y主義の立場は， 1862年の対仏通商条約に関する討論において，一層露骨に現

われてくるのであるが，いまとこで留意すべきことは次の点である O すなわちか

一方におけるユンカー批判，他方におけるプロイセン主義。換言すれば，ュ y

カーとフロイセンとを切離す思考すま式。われわれはよ乙に，会議問手工業者

運動という側面からみた会議の現状認識の誤謬を看取しうるのである。

完宋

に提出する。 FはOの子供がPの徴兵対象たりえないばあいにOに転出証書を交付する。。は再
びこの証書をNとMに提山し，印紙税，手数料金および転入企を支払 3 てはじめて，こり移動を完
了する。 CarlBraun， Studien uber Freizugigkeit，阻日e吋 eljahn-chrift，Jg. 1， Bd. 3， S. 56. 

41) Dze Verhィm品叫ge:rt.des vierten Co唱~sses deutscher Volkswirthe zu St叫 tgartanr 

9..10.， 11.， und 12. Settember 1861， S. 39 


